
四日市市告示第４１５号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の指定の廃止について、次のように公告する。 

平成３０年 ７月１８日 

四日市市長  森 智広    

 

１ 廃止となる指定道路の種類 

建築基準法第４２条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

 

２ 指定年月日及び番号 

昭和４３年１２月 ２日  第４３－道－１４号 

 

３ 廃止となる指定道路の位置 

四日市市ときわ三丁目５７９－４８地先から５８７－６地先 

                  ５７９－３３地先から５７９－３７地先 

       ５７４－９地先から５７９－４９地先 

５５７－４地先から５７４－５地先 

５８０－３地先から５８０－１０地先 

５８０－１１地先から５８０－１８地先 

５７９－２５地先から５７９－３２地先 

５７９－３９地先から５７９－４４地先 

５６０－２地先から５７４－１７地先 

５７９－４地先から５８０－１９地先 

 

４ 廃止となる指定道路の延長及び幅員 

延長 １８２．９５ｍ    幅員 ８．０ｍ 

延長 ３４４．７０ｍ    幅員 ５．５ｍ 

延長 ６６３．００ｍ    幅員 ４．６ｍ 

 
（都市整備部建築指導課） 


